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１．はじめに

１

本年６月14日、安倍政権は新たな成長戦略「日本再興戦略-JAPAN 
is BACK-」（以下、「成長戦略」）を策定しました。
今後、国では、この成長戦略に沿って「次元の違うスピード感」で
政策を実施に移すとされる中、県としても、その内容を踏まえた
施策の展開が必要となっています。

【論点論点】
国の成長戦略に関連して、三重県が今後新たに取り組むべき方向性
や、強化すべき取組などについて、大局的なご意見をいただきたいと
考えます。
※この資料では、成長戦略の３つのプラン（「日本産業再興プラン」、

「戦略市場創造プラン」、「国際展開戦略」）から、特に三重県の現状
の取組と関わりの深い項目をピックアップし、県の取組の例を併記
しました。「成長戦略」の全体とあわせてご覧ください。







緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

③ 内外の資源を最大限に活用したベンチャー投資・再チャレンジ
投資の促進

○ 民間企業等によるベンチャー投資の促進

個人投資家のみならず民間企業等の資金を活用したベンチャー
企業への投資を促すための方策を早急に検討し、本年８月末までに
検討を進め結論を得た上で、必要な措置を講ずる。 （公財）三重県産業支援センター、（独法）中小企業基盤整備機構

及び県内金融機関等が出資して設立した「みえ新産業創造ファンド」
により、ファンドの無限責任組合員等が過去にベンチャー企業に
対し投資を実施し、ハンズオン支援を継続中です。産業革新機構による効果的なリスクマネーの供給を図り、ベンチャー

支援を強化するため、同機構におけるベンチャー投資に関する
意思決定プロセスの簡略化及び支援体制の整備を行う。

○ 資金調達の多様化（クラウド・ファンディング等）

技術やアイディアを事業化する段階でのリスクマネーの供給を強化
するとともに地域のリソースを活用するための方策の一つとして、
クラウド・ファンディング（※）等を通じた資金調達の枠組みについて
検討する。市場関係者等のニーズや投資者保護に配意しつつ、
制度改正が必要な事項について、金融審議会で検討を行い、
本年中に結論を得る。なお、事業化後に新規上場に至った企業に
対しても、NISA（少額投資非課税制度）の普及促進を通じ、家計から
のリスクマネーの供給を強化する。
※新規・成長企業と投資家をインターネットサイト上で結び付け、多数の投資家

から少額ずつ資金を集める仕組み。

コミュニティビジネス等に共感した個人や団体の資金をその事業者
につないでいく仕組みである「ソーシャルファイナンス」に対する理解
を深めるため、金融機関等関係機関を対象とした勉強会を開催
しました。
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緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

④ 事業再編・事業組換の促進

○ 事業引継ぎ、事業承継の支援

現在７ヵ所の設置に留まっている事業引継ぎや事業承継等の
ワンストップ窓口である「事業引継ぎ支援センター」を全国展開し、
地域金融機関等との連携を通じた事業引継ぎのマッチング等を
促進する。

三重県産業支援センターと連携し、事業承継のセミナーを開催する
など事業承継の支援を行っています。

⑤ グローバルトップ企業を目指した海外展開促進

○ 海外 M&A・海外展開の促進

中小企業の国際的な知的財産戦略を支援する（特許出願に係る
費用減免など）。

三重県産業支援センターが国から交付されている補助金を活用し、
平成24年度は２社（２件）の国際特許取得に向け支援を行いました。
平成25年度においても、６月中旬から７月中旬まで公募を行い、
３社（３件）を支援する予定です。
なお、平成25年度からは、冒認出願・実用新案の登録出願に係る
補助も支援メニューに取り入れました。特に中国において、模倣
製品が市場に流通し偽物製作者が特許権を取得することで
日本企業の販路開拓が阻害される中、それらの被害を防ぐことが
できる冒認出願を積極的に有効活用いただけるよう支援して
いきます。



雇用制度改革・人材力の強化

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

☞ 経済のグローバル化、少子高齢化の中で、働き手の量と質の確保に向けた思い切った政策が必要。
「全員参加の社会」を構築。

① 行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換
（失業なき労働移動の実現）

○ 若者等の学び直しの支援のための雇用保険制度の見直し

非正規雇用労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジ
できるよう、資格取得等につながる自発的な教育訓練の受講を始め、
社会人の学び直しを促進するために雇用保険制度を見直す。労働
政策審議会で検討を行い、次期通常国会への改正法案の提出を
目指す。あわせて、従業員の学び直しプログラムの受講を支援する
事業主への経費助成による支援策を講ずる。

雇用労働者がものづくり関係の知識・技能を習得するための支援と
して、企業における製造管理者を育成するための講座や溶接等の
技能習得のための講座を実施しています。

② 民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化

○ ハローワークの求人・求職情報の開放等

ハローワーク特区等の経験に基づき、自治体の意向を踏まえハロー
ワークと地方自治体の職業紹介機関等の連携強化を全国展開する。

国への提言・提案(平成24年５月実施、平成25年１月実施)において、
ハローワークの早期地方移管を提言しました。

○ トライアル雇用奨励金等の改革・拡充

トライアル雇用奨励金について、従来主な対象とされていたニート・
フリーターに加えて、学卒未就職者、育児等でキャリアブランクが
ある人等、トライアル雇用を受けなければ正社員就職が難しいと
認められる者にも対象を拡大する。８月末までに検討を進め結論を
得た上で、概算要求等に反映させる。

就職先が決まらないまま高等学校や大学等を卒業した新卒者等を、
緊急雇用の基金を活用して民間企業で雇用し、コミュニケーション
能力の向上やビジネスマナーの習得を目的とした職業人養成研修
や企業の現場を体験する企業実地研修を実施しています。

６
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雇用制度改革・人材力の強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ 民間人材ビジネスの更なる活用

カウンセリング、職業訓練、就職あっせん等のうち、以下の業務に
民間人材ビジネスを最大限活用し、効果的な就業支援が行えるよう、
本年８月末までに検討を進め結論を得た上で、概算要求等に反映
する。
- フリーター等のきめ細かいカウンセリングが必要な人に対する

キャリアカウンセリングやジョブ・カード交付等（2012年度の全国
のハローワークでのジョブ・カード交付件数約 2.1万件）

- 学卒未就職者等について、紹介予定派遣（※）を活用した正社員
就職支援

- 育児・介護等で仕事の現場を離れていた人に対する研修と職業
紹介の一体的実施

※紹介予定派遣とは、一定の派遣期間を経過した後に、派遣先
への職業紹介を予定して行われる労働者派遣のことをいう。

「おしごと広場みえ」を利用するフリーターや学卒未就職者等の
希望に応じ、キャリアカウンセリングや職業紹介を実施しています。
また就職先が決まらないまま高等学校や大学等を卒業した新卒者
等を、緊急雇用の基金を活用して民間企業で雇用し、コミュニケー
ション能力の向上やビジネスマナーの習得を目的とした職業人養成
研修や企業の現場を体験する企業実地研修を実施しています。

③ 多様な働き方の実現

○ 労働時間法制の見直し

企画業務型裁量労働制をはじめ、労働時間法制について、早急に
実態調査・分析を実施し、本年秋から労働政策審議会で検討を開始
する。ワーク・ライフ・バランスや労働生産性向上の観点から、
総合的に議論し、1年を目途に結論を得る。

企業のワーク・ライフ・バランスに関する取組を促進するため、ワー
ク・ライフ・バランスの意義や事例を周知するセミナー等を実施して
います。

○ 「多元的で安心できる働き方」の導入促進

業界検定等の能力評価の仕組みを整備し、職業能力の「見える化」
を促進する。

職業能力の「見える化」のひとつとして、国家検定制度である「技能
検定」を実施しています。



雇用制度改革・人材力の強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

④ 女性の活躍推進

○ 女性の活躍促進や仕事と子育て等の両立支援に取り組む
企業に対するインセンティブ付与等

企業への助成金制度や税制上の措置の活用等による支援等の
充実、公共調達を通じた取組、好事例を顕彰する仕組みの拡充を
進めるとともに、役員や管理職への登用拡大（全上場企業において
まずは役員に一人は女性を登用）に向けた働きかけやキャンペーン、
登用状況の開示促進、女性人材のデータベース化等を行う。

女性の登用や仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を広める
ため、 「男女がいきいきと働いている企業」認証・表彰制度を実施
しています。

○ 女性のライフステージに対応した活躍支援

インターンシップやトライアル雇用制度の活用、マザーズハロー
ワークの充実等による再就職に向けた総合的な支援、母子家庭
の母等への就業支援、社会人の学び直し支援等を行うほか、資金
調達や経営ノウハウの支援等により、地域に根差したものから世界
にチャレンジするものも含め、女性の起業等を促進する。

再就職希望者を中心とした就職相談の実施やセミナーの開催、
就職希望者がロールモデルと交流するサロンの開設等により
女性の就労を支援しています。
また、女性経営者らによる地域活性化につながる情報交流やイベ
ント等を支援しています。

少子化社会の問題は社会経済の根幹を揺るがしかねない状況に
直面していることから、子育て支援強化、働き方改革に加え、「少子
化危機突破のための緊急対策」（本年６月７日少子化社会対策会議
決定）に基づき、妊娠・出産等に関する情報提供や産後ケアの強化
など、結婚・妊娠・出産に関する支援を総合的に行う。

庁内関係部局の連携を確保し、少子化対策を総合的かつ効果的
に推進するため、「三重県少子化対策総合推進本部」を25年７月
に設置しました。

８
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雇用制度改革・人材力の強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ 公務員における女性の採用・登用の拡大等の取組みの促進

「隗より始めよ」の観点から、女性の採用・登用の促進や、男女の
仕事と子育て等の両立支援について、まずは公務員から率先して
取り組む。

・第２次三重県男女共同参画基本計画及び同第一期実施計画に
女性の採用・登用の拡大等を掲げ、三重県男女共同参画審議会
による評価・提言等によりその進捗を図っています。

・女性の採用・登用、職域の拡大に努めるとともに、「次世代育成
支援のための行動計画」を定め、男女の仕事と子育て等の両立
支援に取り組んでいます。

○ 男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備

テレワークの普及に向けた新たなモデル確立のための実証事業
の実施等による多様で柔軟な働き方の推進や、長時間労働の
抑制、教育・啓発活動の推進等ワーク・ライフ・バランスの更なる
推進を図るとともに、ベビーシッターやハウスキーパーなどの経費
負担の軽減に向けた方策を検討する。また、働き方の選択に関し
て中立的な税制・社会保障制度の検討を行う。

「男女がいきいきと働いている企業」認証・表彰制度により、男女
が共に仕事と子育て等を両立できる企業の拡大を図るとともに、
長時間労働の抑制をはじめとした働き方の見直しを進めるため、
企業を対象にしたワーク・ライフ・バランスに関するセミナー等を
実施しています。

「放課後子どもプラン」に基づき、放課後児童クラブと放課後子ども
教室の充実及びその連携を推進する。

小規模な放課後児童クラブに対する立ち上げ支援の補助や放課
後児童クラブ指導員等への研修などを行なっています。
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雇用制度改革・人材力の強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

⑤ 若者・高齢者等の活躍推進

○ 若者の活躍推進

インターンシップに参加する学生の数の目標設定を行った上で、
地域の大学等と産業界との調整を行う仕組みを構築し、インターン
シップ、地元企業の研究、マッチングの機会の拡充を始め、
キャリア教育から就職まで一貫して支援する体制を強化する。また、
関係団体等の意見を踏まえつつ、インターンシップの活用の重要性
等を周知し、その推進を図る。さらに、若者等が経済状況に
関わらず大学等で学ぶことができるよう、奨学金制度を充実する。

三重県経営者協会が実施するインターンシップの効果を高めると
ともに、インターンシップの成果を就職活動に活かせるようにする
ため、 三重県経営者協会に委託して、インターンシップの事前・事後
にフォローアップ研修を実施しています。
また、今年度は尾鷲商工会議所と民間企業に委託して、長期イン
ターンシップを実施します。

就職活動から入社後の能力開発に至るまでの一貫した支援として、
詳細な採用情報等を公開し積極的に若者を採用・育成する「若者応援
企業」の普及拡大・情報発信の強化を図るほか、既卒3年新卒扱い、
新卒応援ハローワーク等を通じた中小企業と学生とのマッチング強化、
若手社員の訓練を行う中小企業団体に対する新たな支援、紹介予定
派遣を活用した学卒未就職者への就職支援【再掲】、及び就職後の定着
への支援を行う。

三重県中小企業団体中央会が実施する「地域中小企業の人材
確保・定着支援事業」と連携して、県内企業への就職を意識づける
ための中小企業見学バスツアーや、県内企業と大学生等とのマッチ
ングを進めるための合同企業説明会を実施しています。
また、今年度は県内の中小企業で働く若者や経営者等にインタ
ビューを行い、中小企業の魅力を伝える「三重の就職応援ガイドブッ
ク（仮称）」の作成を進めています。

過重労働や賃金不払残業など若者の「使い捨て」が疑われる企業に
ついて、相談体制、情報発信、監督指導等の対応策を強化する。

三重県労働相談室を設置し、多様な労働相談を受けています。
また、「働くルール」ブック等により、県や国等が設置する相談窓口を
周知しています。

ビジネスコンテスト等も活用しながら起業の促進を図るため、ポータル
サイトによる情報発信、専門家によるサポート体制の整備を推進する
ほか、クラウド・ファンディング等を活用した効果的な資金供給の在り方
を検討する。

大学等と連携し、次世代を担う経営者や後継者の育成事業を実施し、
優秀プランに対する支援を実施しています。

大学・大学院・専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的
な人材の育成等を行うオーダーメード型の職業教育プログラムを新たに
開発・実施するとともに、プログラム履修者への支援を行うなど、
社会人の学び直しを推進する。また、高等専門学校について、地域や
産業界との連携を深めつつ、社会や企業のニーズを踏まえた学科再編
などを促進する。また、若者等の学び直しの支援のための奨学金制度
の弾力的運用や雇用保険制度の見直し等を行う。

三重県産業支援センターや民間企業等に委託し、製造管理者などの
企業の中核となる人材の育成を行っています。また、技術者等による職業
系学科高校生に対する実技指導等を行っています。
公設試験研究機関において、中小企業の技術者を対象とした人材育成の
ほか、共同研究、課題の抽出と可能性試験、企業に出向いた技術支援の３
段階による支援を実施し、技術力、研究開発力の向上を図っています。



雇用制度改革・人材力の強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ 高齢者等の活躍推進

生涯現役社会の実現に向けて、高齢者の継続雇用に取り組む中小
企業に対する職域開発等の支援を行うとともに、高齢者等の
再就職支援の強化、地域の多様なニーズとのマッチングによる
モデル的な就労促進の取組への支援等を実施する。

高齢者の再就職支援については、労働局と県が共同して、就職
面接会を実施しています。

⑦ グローバル化等に対応する人材力の強化

○ 国家公務員試験や大学入試等へのTOEFL等の活用

2015年度の国家公務員総合職試験から、外部英語試験を導入する
とともに、大学入試や卒業認定へのTOEFL等の活用を促進する。

県では、職員採用試験（Ａ試験）の第２次試験において、TOEICや
TOEFLの得点及び、英検の取得級に応じて加点しています。

○ 意欲と能力のある若者全員への留学機会の付与

高校・大学等における留学機会を、将来グローバルに活躍する意欲
と能力のある若者全員に与えるため、留学生の経済的負担を軽減
するための寄附促進、給付を含む官民が協力した新たな仕組みを
創設する。また、支援策と併せて、姉妹校締結や海外の大学と単位
互換の取組等、大学の教育環境整備を進めるなど、必要な措置を
パッケージとして講ずるための具体策を８月末までに検討を進め
結論を得た上で、概算要求等に反映させる。

文部科学省の「高校生の留学促進事業」を活用して、三重県高校生
海外留学支援金交付要綱により留学支援を実施しています。

12
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雇用制度改革・人材力の強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ グローバル化に対応した教育を牽引する学校群の形成

グローバル・リーダーを育てる教育を行う新しいタイプの高校
（「スーパーグローバルハイスクール（仮称）」）を創設する。

「Mie SELHi（スーパーイングリッシュランゲージハイスクール）」事業
により、８校を研究指定し、重点的に英語教育を推進し、県内の高校
への成果の還流を図っています。

○ 初等中等教育段階からの英語教育の強化

小学校５、６年生における外国語活動の成果を今年度中に検証する
とともに、小学校における英語教育実施学年の早期化、指導時間増、
教科化、指導体制のあり方等や、中学校における英語による英語
授業の実施について、今年度から検討を開始し、逐次必要な見直し
を行う。

教育課程特例校制度を利用して、低学年から英語を学習している
ところもあります。また、昨年度から三重県「英語によるコミュニケー
ション能力・論理的思考力を強化する指導改善の取組」を実施し、
小・中・高等学校連携という視点から、英語を通じた異校種間交流
などを行っています。

○ 産業界のニーズに対応した学び直し機会の拡大

サービス産業生産性協議会を国民運動として再構築することとし、
来年度中に、活動参加企業数を10倍に拡大しつつ、サービス産業の
高付加価値化に向けた人材育成と経営支援を本格化させる。

サービス産業の高付加価値化を促進するために、地域別の勉強会
を開催するとともに、ものづくりの生産性向上について知見のあるQC
サークル等と連携して、個別の現場に入り、事業者における高付加
価値化に向けた取組を支援しています。



科学技術イノベーションの推進

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

☞ 省庁縦割りを廃し、戦略分野に政策資源を集中投入。
☞ 出口志向の研究開発と制度改革を推進し、実用化・事業化できる体制を整備。

⑥ 官・民の研究開発投資の強化

民間研究開発投資を今後３年以内に対GDP比で世界第１位に復活
することを目指し、研究開発投資にさらにインセンティブを与えるため、
産学官のオープンイノベーションの推進、研究開発法人・大学が
所有する研究開発設備等の有効活用の促進、研究開発型
ベンチャーへの技術開発・実用化支援、知財戦略・国際標準化の
推進、イノベーションを促進するための規制改革などの取組みを
実施するとともに、研究開発税制の活用促進など企業の研究開発
投資環境を整備する。
これらの取組により、官民合わせた研究開発投資を対GDP比の
4％以上にするとの目標に加え、政府研究開発投資を対GDP比の
1％にすることを目指すこととする。その場合、第4期科学技術基本
計画（2011年8月19日閣議決定）期間中の政府研究開発投資の総額
の規模を約25兆円とすることが必要である（同期間中に政府研究
開発投資の対GDP比率1％、GDPの名目成長率平均2.8%を前提に
試算）。これらを踏まえ、我が国の財政状況が一層悪化し危機的な
状況となる中、財政健全化との整合性の下、基本計画に掲げる施策
の推進に必要な経費の確保を図ることとする。

・工業研究所において、企業の課題解決を目的とした共同研究等を
推進しています。

・競争的研究資金獲得を目的とした県内企業等との連携を進めて
います。

・「みえグリーンイノベーション構想」により、産官学連携の交流・連携
の場を設け、プロジェクト化に向けたネットワークづくりを行い、この
ネットワークの中で、三重県の地域特性・産業特性を生かし、県域
を越えた広域連携をも視野に入れたオープンイノベーションを
推進・加速させ、研究開発の促進・販路拡大・市場拡大につなげる
ことにより、関連産業の育成と集積を図るとともに、多様な産業の
育成に取り組んでいきます。

⑦ 知的財産戦略・標準化戦略の強化

○ 国際的に遜色ないスピード・質の高い審査の実現

任期付審査官の確保などの審査体制の整備・強化等により、今年度
中に審査順番待ち期間を11ヶ月とし、その後の権利化までの期間を
2015年度中に36ヶ月以内とする。複数技術等の一括審査（まとめ
審査）を今年度から開始する。

県内企業からは「特許権化に多大な時間が必要であるため、仮に
特許化してもその時には過去の技術となっている」との声もあり、より
スピード感のある審査体制等が必要です。
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科学技術イノベーションの推進 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ 新興国を含めたグローバルな権利保護・取得の支援

アジア新興国への人材派遣・研修受入れを強化するとともに特許
審査ハイウェイ（他国で特許となった出願を、早期に審査する制度）
の対象国を拡充する。また、製品等のデザインを国際的に保護
しやすくするため、ハーグ協定に対応した意匠制度の見直しに
ついて今年度中に成案を得て、その後関係法改正案を速やかに
国会に提出する。中国語特許文献について、特許庁がデータ受領
後６ヶ月以内に和文翻訳を民間提供できる体制を2015年度中に
構築する。

直近過去３か年連続、県内企業は知財功労賞（知的財産特許を
有効活用し、経営にとりいれている企業を表彰）を受賞しており、
今後、それらの特許をさらに有効活用し海外展開をしていく上で
特許審査ハイウェイの対象国を拡充することは海外展開先の
選択肢が広がる一つの要因となりえます。
また、県内企業からは「自社製品とよく似た模倣品が中国で生産
され、市場に流通していることから、自社商品の価値を見出しづらく
なっている」との声もあり、中国に特化した対応には、企業のニーズ
が高いと感じられます。

○ 企業のグローバル活動を阻害しないための職務発明制度の見直し

企業のグローバル活動における経営上のリスクを軽減する観点
から、例えば、職務発明の法人帰属化や使用者と従業者との契約
に委ねるなど制度を見直し、来年の年央までに論点を整理し、
来年度中に結論を得る。

公設研究機関等に従事する職員が職務発明を行った場合は,「三重
県職員の職務発明等に関する規定」により,本県へ権利を譲渡する
ことになります。



世界最高水準のIT社会の実現

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

☞ ＩＴを活用した民間主導のイノベーションの活性化
☞ 世界最高水準の事業環境を実現する規制・制度改革の徹底

⑥ 産業競争力の源泉となるハイレベルな IT 人材の育成・確保

○ ＩＴを活用した21世紀型スキルの修得

2010年代中に1人1台の情報端末による教育の本格展開に向けた
方策を整理し、推進するとともに、デジタル教材の開発や教員の
指導力の向上に関する取組みを進め、双方向型の教育やグローバ
ルな遠隔教育など、新しい学びへの授業革新を推進する。また、
来年度中に産学官連携による実践的IT人材を継続的に育成する
ための仕組みを構築し、義務教育段階からのプログラミング教育等
のIT教育を推進する。

１人１台タブレット端末等を使用し、有効なＩＴ教育を推進するために、
その方策や研究指定校の選定等を検討しています。
・教員ＩＣＴ活用指導力向上講習会(4講座)
・情報教育研修(10講座) 
・ネットＤＥ研修(18講座) 
・悉皆研修（初任者研修：ＩＣＴ活用1回、教職10年研修：情報教育1回）
【参考】
・松阪市立三雲中学校が、国の「フューチャースクール推進事業」
（総務省）及び「学びのイノベーション事業」（文部科学省）の委託を
受け、実証研究を行っています（平成23年度から平成25年度）。

立地競争力の更なる強化

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

☞ 産業基盤の強化を図り、日本や都市の競争力を更に高めることによって、企業が活動しやすい国へ

② 公共施設等運営権等の民間開放（PPP/PFI の活用拡大）

○ コンセッション方式の対象拡大

16
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立地競争力の更なる強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

空港、上下水道、道路を始めとする公共施設について、公共による
管理から、民間事業者による経営へと転換することにより、サービス
の向上や公共施設を活用した新しい価値を生み出す経営手法で
ある公共施設等運営権制度（いわゆる「コンセッション」）の導入を
推進する。具体的には、空港においては対象を仙台空港など国管理
空港等に拡大することについて、早期かつ着実な実施を目指す。
また、上下水道事業への積極的導入や地方道路公社の有料道路
事業における活用等を推進する。

・法に基づく厳密なＰＦＩの導入実績はありませんが、ＰＦＩの事業方式
を活用した民間活力の導入による東紀州地域（尾鷲、熊野２か所）
の職員公舎整備を平成24年度に行いました。
・水道事業では、官民が一体となって事業の持続可能性を高める
ため、「三重県企業庁長期経営ビジョン」に基づき、安全・安心・安定
供給を慎重に検証しながら「包括的な民間委託」の導入を目指して
います。

④ 都市の競争力の向上

○ コンパクトシティの実現

本年中に都市再構築戦略を策定し、地方都市におけるコンパクト
シティの実現に向けて、支援措置や土地利用制度との組合せによる
民間を活用した住居や生活機能の街なかへの誘導、空き地の
集約化、空きビル等の活用推進のための制度構築や市役所、学校
跡地等の公的不動産の有効活用の推進など民間主導による「身の
丈に合った再整備」、来訪型の都市型産業の立地を促進することに
より、都市構造のリノベーションを推進する。

コンパクトシティの実現に向けた都市計画区域マスタープランの改定

空き店舗の流動化を促す新たな仕組み等による投資や起業の喚起、
合併市も含む小規模な都市等での取組み等を通じ、民間投資の
喚起を軸とする中心市街地活性化を図る。

中心市街地活性化について、平成24年度は津市、亀山市等で住民
を交えたオープンディスカッション等を行い、機運の醸成に努めると
ともに、市町と連携して商店街の販売力を支援するための支援策を
検討・創設しました。



立地競争力の更なる強化 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

⑦ 環境・エネルギー制約の克服

○ 電力システム改革の断行

「電力システムに関する改革方針」に従い電力供給の効率化による
電力コストの低減等を図るため、電気事業法改正法案の早期成立
を図りつつ、電力システム改革（①広域系統運用の拡大、②電力
自由化の推進、③送配電部門の中立性の一層の確保）を着実に
進め、遅くとも2020年を目途に改革を完了する。

５月に国に対して、災害時の自立・分散型エネルギーとしてメガ
ソーラー等で発電した電力を隣接地域で活用できるよう、電気
事業法に関する規制緩和を提言しました。

○ 安全性が確認された原子力発電の活用

原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な
判断に委ね、原子力規制委員会により規制基準に適合すると認め
られた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼動を
進める。その際、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう
取り組む。

平成24年8月に全国知事会で「原子力発電所の安全対策及び防災
対策に対する提言」を実施しました。

○ 石油・ＬＰガスのサプライチェーンの維持・強化による安定供給
確保

石油コンビナートにおける設備最適化・高付加価値化、製油所・SS 
（サービスステーション）等石油・LPガス供給インフラのリスク対応力
強化、産業事故防止、備蓄の機動性向上、地域における石油・LP
ガスの安定供給の確保等を促す。

平成25年５月31日に開催した資源エネルギー庁主催の「石油コンビ
ナート政策に関する連絡会議」に、コンビナート立地自治体（13道府
県）とともに参加しました。
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中小企業・小規模事業者の革新

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

☞ 世界に誇るべき経営資源である中小企業・小規模事業者等の産業基盤を革新
☞ 地域のリソースの活用・結集・ブランド化、中小企業・小規模事業者の新陳代謝促進、フロンティアへの取組促進

① 地域のリソースの活用・結集・ブランド化

○ 地域リソースを活用・結集させた起業・創業の促進

地域のリソースを活用した起業・創業を促進させるため、創業から
経営ノウハウに至る支援を全国的にワンストップで実施する。また、
支援ポータルサイトを通じた起業家ネットワークの強化、ビジネス
コンテストの実施、商店街・中心市街地の機能の充実など、地域の
リソースを活用した起業・創業の担い手を拡大する。

各商工団体と連携し、支援策を検討するとともに、商店街の経営者
に密着してニーズの把握、事業化に向けたアドバイス、県HPによる
情報発信等を実施しています。

地域資源を活用する創業や地域資源を結集（連携・融合）させた
創業について、中小企業地域資源活用促進法の見直しを含め、
あらゆる政策資源を投入し、総合的な支援を行う。

中小企業地域資源活用促進法では、三重県ではこれまで農林水産
物、産業の技術、観光資源など201の地域資源を指定して、25事業
者が法律に基づく事業計画認定を受けています。

○ 「プレミアム地域ブランド」の創出

地域資源のうち特に有望なものについては、「プレミアム地域ブラン
ド」として、その発掘から市場開拓まで一貫した支援を強化する。

特に優れた県産品及びその生産者を認定する「三重ブランド認定
制度」により、三重県の顔となる地域資源のＰＲを行っているほか、
新たな三重ブランドにつながる地域資源の育成や発掘を行って
います。

地域団体商標の登録主体を商工会、商工会議所等に拡充し、利用
価値の高い地域ブランドの保護を可能にする商標制度の見直しに
ついて今年度中に成案を得て、その後関係法改正案を速やかに
国会に提出する。また、申請を補助する知財専門家の派遣や相談・
申請に係る財政支援などにより、地域団体商標に係る負担の低減と
申請ノウハウの向上による迅速な権利化を図り、地域団体商標の
活用を促進する。

地域団体商標に関しては、三重県内で13の登録が行われています。
現行制度では、商工会議所、商工会に地域団体商標の出願は認め
られておらず、出願する場合は、新たに事業協同組合を設立しなけ
ればなりません。



中小企業・小規模事業者の革新 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ 地方産業競争力協議会（仮称）の設置

全国各地の地域に根ざした「生の声」を反映していくため、地域
ブロックごとに、地域を支える企業の経営者等をメンバーとする
「地方産業競争力協議会（仮称）」を設置する。同協議会においては、
地域ごとの戦略産業を特定し、地域に眠る資源の掘り起こし、地域
に必要な産業人材の育成に係る戦略等を定め、本戦略の地域に
おける展開状況と併せて、定期的にフォローアップする。

平成24年７月に策定した「みえ産業振興戦略」の具現化、そして、
その時々の国際情勢や雇用経済情勢を踏まえた戦略の新しい
方向性を模索していくため、県内企業経営者やグローバルな産業
活動を行っている企業経営者の方々、さらには大学関係者や日本
を代表する有識者をメンバーとする「みえ産業振興戦略」アドバイ
ザリーボードを設置し、議論を重ねています。また、雇用・労働に
関する情報と課題を共有し、雇用の創出等について知事が意見
交換を行う場としての「三重県雇用創造懇話会」での議論を通じ、
産業界や労働界等多くの関係者と連携し、雇用政策と連動した産業
人材の育成等に取り組んでいます。

③ 戦略市場に参入する中小企業・小規模事業者の支援

○ 成長分野進出に向けた専門的支援体制の構築

中小企業・小規模事業者と医療機関等との連携を支援する専門家
の派遣と育成、薬事相談・申請費用の支援などにより、中小企業・
小規模事業者による医療機器開発・審査に係る費用低減と期間
短縮を進める。

・医療・福祉機器等の製品化を促進する事業を実施しています。
・事業者の専門的な課題に対して、専門家を派遣するなど課題解決
に向けた支援をしています。
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中小企業・小規模事業者の革新 《続き》

「成長戦略」項目の内容 三重県の取組の現状

○ 大企業・異業種をターゲットにした新分野展開の促進

支援ポータルサイト・展示会の活用等により、大企業や異業種企業
とのマッチングの場の整備と連携を促進するとともに、支援人材の
発掘・育成により新分野展開に重要となる人的ネットワークの構築
を図る。

従来から、三重県産業支援センターにおいて取引の斡旋業務を
進めていますが、平成22年度からは、県内中小企業の技術・製品
等を、県内中小企業の新たな取引先となる可能性が高い大手メー
カー等（川下企業）の製造拠点あるいは研究開発拠点において、
川下企業のニーズにあった技術・製品を直接提案する出前商談会
等の開催や、東京や名古屋等で開催される大規模展示会への三重
県ブース出展（県内企業数社をまとめたブースの設置）を行ってきま
した。
昨年度は、特に出前商談会等に注力し、県内及び近隣県に立地
する川下企業の開発拠点において、延べ11回開催し、県内中小
企業の販路拡大及び川下企業のニーズ把握等の機会を積極的に
創出しました。
昨年度の出前商談会等には、試作、部品、素材、設備、工具等を
提案する県内企業延べ253社が参加し、合計384件の新たな取引
に向けた「きっかけ」が生まれ、そのうち既に11件の取引が成立
しています。（平成25年３月末現在）
三重県産業支援センターでは、大企業ＯＢ等をコーディネーターと
して採用し、その人的ネットワークも活用した支援を展開しています。

④ 国際展開する中小企業・小規模事業者の支援

○ 海外現地支援プラットフォームの整備

現状、８カ国、10拠点に整備中の現地支援プラットフォームの主要
拠点（先進国市場、新興国市場、生産拠点）への整備を加速し、
法務・労務・知財問題等の専門サービス支援や万一の縮小撤退
等のトラブルにも深掘りして対応する。また、中小企業官民合同
ミッション等の活用、日本政策金融公庫が行う現地金融機関から
の資金調達支援の強化を図る。

中国（上海）、タイ（バンコク）に三重県海外ビジネスサポートデスク
の現地デスクを設置し、県内企業の海外展開支援に取り組んでいま
す。また、ジェトロとは、今年5月に中小企業等の海外展開支援に
係る業務協力に関する覚書を締結しています。








































